
スポチャンクラブ制度 受付開始！                2008.2.2 

 

（公社）日本スポーツチャンバラ協会                                           

会長 田邊 哲人 

冠省 

 各地域におけるスポチャン地域活性化活動として、少人数でのスポチャン活動を「クラブ」活動として公認し、

今まで以上に活動し易いような環境作りを認可し、スポーツ推進事業の一環といたします。この活動が、地域の

活性化に貢献する事を目的と致します。 

認定されたクラブには、（社）日本スポーツチャンバラ協会より認定書が発行されます。 

 

特 典： 

  ①、用具及び用具の修理費等の割引 

  ②、昇級昇段の審査 

  ③、会報・あゆみの送付 

  ④、師範会への入会 

  ⑤クラブ対抗試合参加資格 

早々 

【申請方法】 

名  称  ： 「 ○○スポチャンクラブ 」 

   [ご注意] 

    都道府県市区町村の行政区分名は冠称しない事 

    必ず「スポチャンクラブ」を最後に付ける事 

     例：×東京都スポチャンクラブ ×横浜市スポチャンクラブ 

       ○東京スポチャンクラブ  ○横浜スポチャンクラブ 

        

登録条件 ： １名の代表者・５名以上のクラブ員  

            ※ 代表者は他のクラブと重複できません。 

提出内容 ： クラブ名、代表者名、クラブ員名、クラブ連絡先、主たる練習場  

認定登録料 ：３，３００円（税込）（別途送料がかかります。） 

 

申請書提出、並びに下記へ総料金のお振込して頂き、申請完了となります。 

※総料金（認定登録料料+送料）は、本部事務局へご確認下さい。 

 

   お振込先（郵便局） 

   口座記号番号： ００２８０－９－６４１１２ 

   加入者名： 社団法人日本スポーツチャンバラ協会 

   * 振込手数料はご負担下さいますようお願い申し上げます。 

                                               

 提出先、お問い合せ  

本部事務局 〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町 2-5-4 (白井ビル 1101) 

TEL:045-664-7198(代 表) FAX:045-664-7252 平日 9:30～18:00 土・日・祝日  


